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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

７１

規

則

○
東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…
一

○
東
京
都
海
上
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
臨
海
開
発
部
海
上
公
園
課
）…
一

告

示
（
教
）

○
平
成
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
年
齢
階
層
ご
と
の
長
期
療
養
者

の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
）

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号
（
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
都
立
学
校

の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

六
条
の
七
及
び
第
六
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
族
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
、
障
害

補
償
年
金
前
払
一
時
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
乗
ず
る
率
）
の
一
部
改
正
…
…
二

規

則

東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
一
号

東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則

東
京
に
お
け
る
宅
地
開
発
の
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
八
年
東
京
都
条
例
第
三
十
一

号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
十
月
三
十
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
二
号

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
修
学
資
金
の
部
十
四
の
項
中
「
五
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
就
学
支
度
資
金
の
部
小
学
校
の
項
中
「
六
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
九
一
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
部
中
学
校
の
項
中
「
八
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
修
学
資
金
の
部
十
四
の
項
中
「
五
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第

二
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
海
上
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
海
上
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

一
の
項
中

「
東
京
都
立
京
浜
島
つ
ば
さ
公
園

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

五
百
七
十
七
円

を

東
京
都
立
京
浜
島
ふ
頭
公
園

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

五
百
五
十
九
円
」

「
東
京
都
立
京
浜
島
つ
ば
さ
公
園

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

五
百
七
十
七
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

平
成
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学

校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
年
齢
階
層
ご
と
の
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び

年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
五
歳
未
満

六
、
二
六
〇
円

一
四
、
五
九
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
八
七
四
円

一
六
、
一
九
一
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

七
、
一
五
七
円

一
九
、
六
一
〇
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
五
三
四
円

二
二
、
四
九
九
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
六
九
七
円

二
四
、
〇
八
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

八
、
〇
〇
七
円

二
六
、
二
三
八
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

七
、
八
二
一
円

二
六
、
八
六
八
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

七
、
五
三
六
円

二
七
、
九
四
九
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

六
、
四
五
〇
円

二
三
、
二
三
七
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
四
〇
〇
円

一
七
、
七
五
五
円

七
十
歳
以
上

四
、
四
〇
〇
円

一
四
、
五
九
七
円

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
最
低
限
度
額
欄
及
び
最
高
限
度
額
欄
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一

日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が

生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る

年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休

業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号
（
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬

剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校

歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
六
条
の
七
及
び
第
六
条
の
八

の
規
定
に
基
づ
き
、
遺
族
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
又
は
遺
族
補
償

年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
乗
ず
る
率
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
七
月
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
乗
ず
る
率
の
規
定
は
、
令
和
八
年

四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
遺
族
補
償
一
時
金
又
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
の
額
の
計
算
に
お
け
る
平
成
二
年
十
月
か
ら
令
和
八
年
三
月
ま

で
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
若
し
く
は
障
害
補
償

年
金
の
額
又
は
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
若
し
く
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３

適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
補
償
一
時
金
又

は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
額
の
計
算
に
お
け
る
平
成
二
年

十
月
か
ら
令
和
八
年
三
月
ま
で
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補

償
年
金
若
し
く
は
障
害
補
償
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
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